
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件各上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人Ａの弁護人船田正一の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、原審で控訴趣

意として主張されず従つて判断されていない事項を新たに主張するものであるばか

りでなく、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものであり、同第二点は

量刑不当の主張であり、また、被告人Ｂの弁護人佐伯千仭の上告趣意第一点は違憲

をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張を前提とするに過ぎないもので

あり（麻薬の売却方を依頼して他人に交付することが、麻薬取締法三条にいわゆる

麻薬の「譲渡」にあたると解すべきことについては昭和二六年（あ）三六三四号同

二七年四月一七日当裁判所判決、判例集六巻四号六七八頁参照）、同第二点は事実

誤認の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調査

しても本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

　よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

　　昭和二八年五月二一日

　　　　　最高裁判所第一小法廷
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